令和8年度事業計画
令和7年度高齢者白書は、定年退職後等に、臨時的かつ短期的又は軽易な就業を通じ、社会参加を希望する 高年齢者に対して、その希望に応じた就業機会を確保・提供するシルバー人材センター事業を推進している2025年4月1日現在、シルバー人材センターの団体数は1,306団体、 会員数は約67万人　人口減少、少子高齢化が進展し、高齢者のより一層の活躍が期待される中で、シルバ ー人材センターは、人生100年時代を見据え、地域の高齢者が就業を通じて地域社会に 貢献し、高齢者の生きがいや居場所づくりとして重要な役割を担っており、地域の特色 や実情を踏まえて積極的な取組を強化していく必要がある。とされている。
このような中、シルバー人材センターは、就業を通じて高齢期の生きがいを実現するとともに地域社会に貢献する機関として、さらなる存在感を発揮していかなければならない。そのためには、組織の拡大及び活性化が何より重要であり、会員を増加することで、担い手を必要とする発注等からの期待に応えることが可能となる。それにより、地域社会におけるセンターの存在感が向上し、所属する会員は一層誇りをもって活動に励むようになる。
さらに、その姿が地域社会に認知されることにより、新たな会員の獲得にもつながる。こうした「会員拡大と就業機会の拡大」というシルバー事業の好循環を目指す。
また、シルバー人材センターは、単に高齢者に就業機会を提供するだけでなく、高齢者の社会参加や生きがい、健康づくりの推進など多様な役割を果たしている。会員の入会動機は様々であるが、新入会員の入会動機の推移をみると、この10年ほど、「生きがい・社会参加」がトップ また、最近5年間は「経済的理由」が増加傾向にある。
こうした状況を背景に会員拡大に重点を置き、会員の高齢化を鑑み安全就業の徹底に向けた取組を強化するとともに、健康確保等について適切な対応と同時に退会抑止も図る。 
　また、引きつづき、変化する状況に対応するため必須のデジタル化の強化、これによる業務の効率化等や会員のデジタルリテラシーの向上に取り組んでいく。
そのためには、津山市及び諸団体のご理解と支援、連携を図りながら、地域社会の課題解決の担い手として、福祉・家事援助サービス、介護予防、空き家管理対策等、子育て支援を重点に推進し、センターの存在魅力発信、会員の意識覚醒を図る。

事業実施計画
基本的な考え方
公益法人としての運営基準と関係法令を順守し、社会環境情勢の変化に柔軟に対応する。また、生涯現役を目指すシニアの「生きがいづくり」「健康の維持」「仲間作り」を促進し、高齢者福祉の事業として地域を支えるセンターを目指す。
基盤の強化
引続き、「自主・自立・共働・共助」の下持続継続できる組織の構築を推進します。このため役職員、会員のデジタルリテラシーの向上及び80歳を超えても活躍できる就業環境の整備・会員拡大を重点目標とする。

1会員の拡大
　　様々な働き方や社会参加が出来る仕組みの周知、拡大を行い、それぞれのライフワークに合わせた働き方が、地域活性化にもつながることを広報する。　　
就業の案内だけではなくその先のウエルビーイング（心身と社会的な健康）につながり、就業だけでなく、楽しみつくり社交の場であることの周知を図る。

入会促進
・夫婦会員入会制度の促進。
・会員による口コミ入会の推進（インセンティブの活用）。
・ポイント制度の周知（新入会者紹介）。
・随時入会対応の継続実施（オンライン入会の導入）。
・ハローワークと連携強化（生涯現役事業窓口で定期的な面接）。　
・パートナー会員への加入促進（面接会・各種行事の場において）。

女性会員の拡大
・女性委員会又は女性部の立ち上げ。
・女性会員の就業確保と拡大、入会促進。
（センター事業が社会貢献度の高いことを訴求する。）
・女性会員の集い、懇談会の実施。
・市民向け講座等の提案企画。

退会抑止
・誰でもが集える場所、お話しできる居場所つくりのため、高齢化する会員への傾聴（寄り添う）や環境の整備。
・同好会作り、会員特技の掘起こしと趣味の会の支援。
・加齢に伴う就業内容の検討、新規事業の発掘。
・つながる場所・居場所であることを市内に広報。
2就業開拓
令和6年１１月施行のフリーランス法を鑑み、令和８年４月から原則新契約方法への移行を全件実施。シルバーのセールスポイント！“会員が親切・丁寧・誠実な就業″を行ない「次につながる」を獲得する。
· 原則事前見積を実施。
· 新契約実施後も正しい理解確認を会員・発注者に行う。
· 既存取引先、公共関係への訪問や電話により継続受注や新規受注の契約金額の増加を目指す。
· 　クレームのあった就業については、事務局・会員と共に解決にむけ、真摯に対　　
応し、同じことを繰り返さないよう会員全体に周知を図る。
· 　委員会や各班長、リーダー及び会員や各担当の定期的な意見交換の場を設　　
けワークシェアリングを実施（公共等の継続事業など担当者の独断で決定せず、次年度へ向けての全体での懇談を行いセンター全体の就業バランスを考慮の上マッチングを決定していく）。
· 受注予約制の検討と各会員の年間の計画的な作業も検討。

3高齢者活用・現役サポート事業
前年に引続き、会員のために地域に密着した就業の機会確保・提供をし、生きがいの充実や高年齢者の社会参加の促進を図る。また、人手不足企業と会員へのきめ細かいマッチングを実施する。
· 人手不足の福祉施設へ対応できる派遣会員の開拓、育成の強化。
· 契約形態の変更に伴い、関連研修を随時実施。
· 職員の企画の提案・実行を評価をし事務体制を整え強化。
· 問い合わせ企業等への初期対応を迅速に行う。
· 派遣事業への理解、協力、学童保育、育児支援・介護関連事業への参画ができるようセンター事業内容の説明・理解・提案を随時行い、必要とされる会員育成のための講習会を実施。
· 市の担当課、関係部所の情報収集、連絡を密に協力得て事業展開を図る。
· 厚生労働省作成の適正就業ガイドライン等を活用し・基本法令を順守。

4　その他事業　

衆楽茶屋
· 高齢者の生涯現役の就業の場としての有益性と必要性、地域貢献の事業として「衆楽茶屋運営を市の委託事業」として事業の拡大が図れるよう理解を求めて行く。
（就業高齢者の価値観・社会情勢の変化に伴い）
· 会員の生きがい就業の場として、楽しく輝く会員を広報発信。
· 収益拡大のため会員アイディアを募り試行実施。
· 「ふらっとカフェ」としての利用を拡大し地域の高齢者の楽しい集える場を提供



チッパー事業
会員利用者の基本ルールの厳守、処分作業の経費削減を図りながら、剪定枝葉・刈草の処分処理継続。また、チップの有料化を実施し事業の収益を図る。
· 事業委員及び就業会員での計画的な運営を図る
· 事業継続のため、利用会員の協力とモラル・互いの声掛、助け合いのもとに事業実施。
· 防犯カメラにより利用管理を実施・強化、ルールを逸脱した利用者に対しては利用停止など厳重な対応をとる。
· 加齢会員の就業の場の一つとして、土地改良材として有料販売化を進めていく。　今後は刈り草の処分を含め今後の対応を検討。

高齢者支援（ワンコイン）事業
引続き、本事業が、地域の支えとなっていることを内外に啓発し会員のボランテア精神の向上を図る。
「日常での支え愛（合）」のできる地域、元気な高齢者が地域高齢者を支えるこ
の必要性を地域全体に訴求。

空き家管理事業　
　　　　日々増加する空き家管理の　県外発注者が増加する中　継続的に事業を円滑に実施するため要望応じた対応が出来る体制の再考察を行い、津山市との連携を図り利用しやすい仕組みを構築。

5． デジタル対応
フリーランス法・新契約法への対応のため、継続的に会員がスキルアップできるデジタル関連（smile等）講習会等を行いホローアップできる体制を継続し速やかな情報提供と事業展開を図る。
このことにより、事業運営の効率化、社会インフラに乗り遅れないシルバー会員を指す。
6　情報・普及啓発活動
· インターネットを利用したリスティング広告を含めた広報活動の強化。
· 市民が気軽に参加できるワークショップやイベントを開催。
· 役職員により、事業の内容やセンターの仕組みなど適正就業ガイドライン・シルバー人材センター事業概要により企業、公共訪問等の普及啓発活動を行う。

7　講習会・研修会の実施・参加
技能向上や会員・役職員の資質向上を図るためや、会員拡大とシルバー事業周知のため市民が気軽に参加できる講習会を実施。
· 会員リーダー育成のための講習会の開催。
（シルバー人材センター講習など）
· 会員の技術習得・質の向上のための講習会の開催。
[bookmark: _Hlk32231900]（樹木剪定・刈払機・マナー講習・安全運転）
· 後継者育成のための体験会の開催。（一般参加型）
　　　　　　　（樹木剪定・刈払機・刃物砥）
· 会員の健康や安全のための講習会の開催。
（交通安全・救急法・フレール予防）
· 会員拡大のための市民参加のできる講習会の開催。
　　　　　　（スマホ・PC教室・趣味の教室・健康関連など）
· 先進地を視察し、新規事業の開発、既存の問題の解決を図る。
（新規事業・会員拡大・安全就業対策など）
· 全シ協、県連合会主催の講習会・研修会へ参加。
（最新の情報を収集し、社会情勢に応じた事業運営を速やかに実施するために役立てていきます。）
· 公益法人、関係法令講習・研修等に参加。（法令を順守します。）
· 連合会主催各種講習会参加促進。
　会員拡大・会員のスキルアップに繋げる。
（リモコン草刈機・学童保育関連・家事福祉援助・介護送迎・会員拡大女性会員拡大のための講座・剪定・草刈機・刃物研等）

8安全・適正就業

「自身の身は自分でしか守れない」、「怪我をしてからではもう遅い」を合言葉に、安全就業の基本“無事故・健康・安全に”を意識して就業できるよう、繰返し安全就業の声掛けや啓発を日々行う。
各リーダー・会員同士で安全装具品等の着用のチェックを実施し、安全意識の高揚を図っていく。各種安全講習（交通安全・救急時の対応）や法令講習を実施し繰り返しの安全啓発を行う。また、高齢会員の増加への対応として、2年に１回の各種安全講習受講の必須化（交通安全・救急時の対応や法令講習）を実施し安全就業の啓発・確保、認知症講習、健康関連講習により、会員の日常健康つくりを後押しする。また、受注時においても無理のない作業現場であることの確認を徹底するとともに、会員の作業軽減のための機械の導入を進めていく。

· いかなる作業も無理のない作業と安全確認で行う。
· グループ就業時の各班長・リーダーが中心となって安全の確認（ミーティン　グ）、事故防止を図る。（安全点検表の活用）（現場での安全就業のぼり旗の掲揚）
· 就業時のアルコール検査を実施。
· 日頃からの健康管理、自主的な健康診断の受診を啓発。
· 運転免許所持者確認と安全運転講習等の受講を義務付け。
· 運転業務に従事する派遣会員の適性検査の実施。
· 賠償事故の会員免責の周知を図り安全就業につなげる。
· 関係法令の順守の徹底。
· 作業時のヘルメット着用原則。（転倒による重症回避のため）
· ルールを順守しない会員への就業停止。
· 安全就業のためのスローガンの募集。（啓発のため）。
· 安全委員会による安全パトロールの実施。
· 会員緊急連絡先等の再点検。

9職業紹介・労働者派遣事業
· 学童保育等への会員派遣の推進協力を担当課へ継続的に求める。
（ハローワーク提出求人の注視を図り、就業先の開拓を行う）
· 新規お問い合わせには、業務内容を十分検討し法令順守で、無理のない計画を明示。
· 介護求人に対応できるような講習会・研修会の実施。
· 法令を遵守し事業を行うため職員の講習会等の受講を推進。

10地域貢献活動
　　　　地域貢献がシルバー事業構築の一つの柱であることの理解をしていただき、ワンコインサービス、ボランティアを通じ地域貢献の喜びや充実感を体感し、この活動の重要性の周知拡大・シルバーの存在発信を図る。

11　活性化推進事業
就業以外での会員活動を活性化し、センターの周知拡大と会員拡大を図るため、だれとでもコミュニケーションが作れるような居場所の提供や同好会事業、手つくり販売事業などの事業展開を図る。
　　

令和8年度注意事項
・新契約への原則移行のための継続ホローアップ体制。
（会員・職員の理解周知）
・公益法人制度改革への対応。
・令和７年４月から施行された「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律」に適切に対応。
・会員就業の安全確保・作業軽減対策。（機械化）



